
ソシュール理論における

恣意性の制限について

田　口　紀　子

1．恣意性一arbitraire

Saussureの言語記号理論の基本原理は周知の通り

1．lin6arit6　　線状性

2．arbitraire　　恣意性

の2つである。特に恣意性の原理は，langueを，それ自体は全く否定的な価値しか

持たないsignesのsyst6meであるとする，いわゆる1angue－syst6meのモデルをたて

るためには必要不可欠なものであった。これまでこの言語記号の恣意性に対して多

くの反論が出されてきたが，そのつど，言語記号は本質的に恣意的であることが確

認される結果となり，近ごろは，あれほど物議をかもした言語記号の恣意性も，も

はや公理として認められるに至ったかのようである。

しかし，実はSaussure自身が，その自ら提示した恣意性の原理に制限を加えて

いる所が何箇所かある。その中で最も詳しく論じている所は第3講義の第2部第5

章‘‘rarbitraire　absolu　et　1’arbitraire　relatif　dans　la　langue”であり，　Saussure

の死後に編纂されたCours　de　linguistique　g6n6raleでは第2部第6章§3

“L’arbitra廿e　absolu　et　rarbitrahe　relatif’の主な資料となっている部分である。

そこでSaussureは，

vingt　　l　dix－neuf

o㎜eau　l　poirier

hache　　l　couPeret

などの例をあげながら，前者がradicalement　arbitrah・eであるのに対して後者は

relativement　motiv6であるとしている。そして，次のような解説を加えている。

‘‘

sout　ce　qui　fait　d’une　langue　un　systeme　ou　un　organisme　grammatica1

demallde（．．．）d，etre　abord6　sous　ce　point　de　vue（．．．）註savoh　comme

une　limitation　de　l’arbitraire　par　rapport　a　l’id6e．”　（2108，　D202，　SM

皿121）
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’これだけはっきりSaussure自身によって記号の恣意性に制限が加えられているに

もかかわらず，恣意性を論じた多くの文章の中で，この部分に関して十分な検討を

加えたものはないと言って良い。しかし，はたしてlangUe。SySt6meモデルの二大原

則の1っに，こう簡単に制限を加えて良いものかどうか，また，もし制限が必要な

らば，上記のdix－neuf，　poirier，　couperet，などの他に多くのmotivationを持っ

た動詞活用形，合成語，接辞を持った語（ex．　in－d6cor－able）などは，ことごとく

langue－syst6meのtemesとしての資格を失わねばならないのか，といった疑問は，

それから必然的に生じてくる。そしてそれらの疑問は看過されてはならないもので

ある。

疑問に答える過程でこの恣意性の制限の問題をほり下げていくことによって，実

はSaussureのlangue－syst6meモデルが，モデルとして立てられた時にどうしても

切り落さねばならなかったlangueのもう1っの性質に光をあて，さらにはSaussure

が1angue－systeme理論の中で取り扱おうとして，どうしてもうまくゆかなかった

syntagmeとphraseの問題，　motとunit6の問題，　entit6　abstraiteの問題を解決す

ることができるのである。　　　　　　　　　　　　岬

2有縁性一motivation
まず，有縁性とはどういうことなのか　＜poirier＞という語を例にとって見てみよ

う。Saussureの言語記号の恣意性の内容は，整理すると次の2っの要素に分けら

れる。

1．1つのsigneのsignifiantとsignifi6の結びっき方が恣意的である。

2．そのsigneのsignifian　t，　signifi6の音的実質，意味的実質からの切りとられ

方がそれぞれ恣意的であり，言語外現実にその基盤をおいていない。

さて＜pohier＞という言語記号を見ると，第1のsignifi6とsignifiantの結びつ

き方は，恣意的であると認めなければならない。なぜなら，＜poirier＞という

signifi6を表わすためにlpwalje】というtranche　de　sonorit6を用いなければなら

ないという必然性はないからであり，＜poirier＞のsignifi6をどういう音の連続

で表わそうと，原理的にはかまわないはずだからである。

それではsignifi6とsignifiantの切りとられ方はどうであろう。ここには確かに

mOtiVatiOnを認めねばなるまい。例えば＜OrmeaU＞という単語と比べるとその

理由は明らかである。signifi6はその実である＜poire＞から制限をうけて，いわ

ば「卍の木」という切りとられ方をしているし，そのsignifiantの方もくpoire》
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の派生語という形をとっている。そして＜poire＞の存在によって生じているかに

見えるこの有縁性は，実は同じグループに属する他のsignesすべてとの関係から喚

起されていることがわかるのである。

r　　　　　　　　●　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　響

censler　　　　　　　　　　　polrler chataignier

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

cerlse　　　　　　　　　　　　p　Olre chataigne

すなわち，かたわらに「実＋－ier→木」という規則に従っているsignesがある

ために，＜poirier》もその同じ規則で生成されたsigneとしてmotivationを持ち，

従ってくormeau》にはないvaleur　positiveを持つに至るのである。また同様に，

motivationを持つin－d6cor－able，　d6sir－eux，　dix・neuf，　couperet，　aimaisなどの

動詞活用形，合成語，接辞を持った単語もいわゆる文法規則あるいは語生成規則に

のっとっていることから，そのmotivationが付加されていると考えられる。

ここで，有縁性の問題は，「文法体系」の存在から生じていることがわかった。

すなわち，Saussureのlangue－systもmeモデルは，それ自体はn6gativeなvaleurし

か持たないtermesの体系であり，従ってそのtermesは，自身の中に何らpositive

なvaleurを持たないために“radicalement　arbitraire”でなければならなかった。そ

れに対して，syst6me　grammatica1は逆に有縁性のもとに成立しているpositifな

体系なのである。　．

すると，全く相反した原理の上に成立しているこの2つのsyst6meは，お互いど

ういう関係にあるのだろうか。

＜poirier》をもう一度とりあげてみよう。これがsignifi6とsignifiantとの結び

つき方という第1の観点では恣意的であることはすでに見た。第2のsignifi6と

signifiantのそれぞれの切りとられ方は，＜poire》，＜chataigne》，＜chataignier》’

など他の単語との関係から，確かに有縁的である。しかし，ここでもし＜poirier＞

のまわりにくpoh・e》や先にあげたような“groupe　associatif’カミなかったとした

ら・意味的実質から＜poirier＞というsignifi6を切り取って来たり，音的実質か

ら【pwarje1という音の連続を切り取って来たりする必然性は何もないはずである。

従って，　＜potder》というsigne　1つだけを考えれば，そこにはlangue－systらme
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の基本原理である恣意性はいささかもそこなわれずに存在し，それに何の制限をつ

ける必要もないのである。

それにもかかわらず＜poirier＞がやはり有縁性を持っているのは，それが1angue一

systさmeという否定的構造のtermeであると同時に，　syst6me　grammatica1という

有縁的な構造の網の目にもとらえられているからである。従ってこの2つのsyst6me

は重ね合わされていると考えねばならない。

そこで重要になるのは，Saussureが“systもme”という術語を用いる時，上の2

つのsyst6meのうちのどちらを指しているのかを見きわめることである。ここでも

う一度，先に引用したSaussureの恣意性の制限にっいての説明を検討してみよう。

・T。utce　q。if・it　d・un・1・ngu・…ア・伽・・・・…g・・ゴ・膨8・・配舩ゴ・・Z1）

demande（．．．）d’etre　abord6　sous　ce　point　de　vue（．．．）asavoir　comme

une　limitation　de　rarbitraire　par　rapport　a　l・id6e．”（強調筆者）

イタリックの部分に注目していただきたい。つまりSaussureはこのsystさmeを「文法

構造」の意味で用いるのである。さらに同様の例をひくと，第3講義の終りにこう

いうくだりがある。ここは，原理としての恣意性の確認のあとで，その原理と，例

1の“「arbitraire　absolu　et　l’arbitraire　relatif　dans　la　langue”の章との関連を

ことわっている部分である。

‘‘ i．．．）　Nous　avons　consid6r61e　mot　comme　terme〈d’un　5ア∫’診溺θ〉，

　　　　　　　　　　　　、メfest－a－dire　comme　valeur．　Or　la　solidarit6　des　termes　dans　le∫ア∫’2η2ε

peut　etre　congue　comme　une　limitation　de　1’arbitratre，　soit　solidarit6

syntagmatique，　soit　solidarit6　associative．”　（2105，　D　282，　SMm155）

（強調筆者）

このイタリックをほどこした2つのsystemeは，最初の方がlangue－systemeの意味，

後の方はsyst6me　grammatica1の意味であることは，今や我々には明らかである。

「motはsystemeのtermeであるからにはarbitraireでなければならない。しか

しsyst6meの中のtermeとしてsolidarit6を持つためにはそのarbitraireに制限

を加えねばならない」

というのは，一見，Saussure一流のantinomieであるかのようだが，この2つの

syst6meは全く別の内容を持っているということさえはっきりわかっていれば，こ

の説明は，antinomieでも何でもなくなるのである。

さて，ここで問題となるのは，Saussure自身がこの2つのsyst6meが相反する

原理に基づいていることを認識し，さらにくsyst6me》という用語をこの2っの意
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味にはっきり使い分けているか，ということである。筆者はこの点については懐疑

的である。その理由の1つは，Saussureほど用語に厳密だった学者が，同じsys一

t6meという語で相反する構造を指しながら，それについてことわっている箇所が

ないこと，さらには，Saussureが明らかに同じレベルでこの相反する2つのsyst6me

の原理一恣意性と有縁性一を整合させようとしていることがうかがえるからで

ある。上で見たように，　＜poirier＞というmotは，1angue－syst6meのtermeで

あると同時にsyst6me　grammatica1のtermeでもある所から，この2つのsyst6me

は重なっている，すなわちレベルが異なっていると考えねばならない。従って文法

体系の原理であるmotivationによってlangue－syst6meの恣意性の原理に制限が加

えられなければならない理由は何もないのである。

すべての言語は，6conomieの原理から，　motivationに基づいたそれぞれの文法

体系を備えている。そしてその文法体系は間違いなくlangueに属するものである以

上，langueの問題を考えていくと，必ずどこかでこの文法体系の有縁性にぶつかる

はずである。そしてその時にlangue－systemeモデルは自らが切り落として来た文

法体系という1angueのもう1つの相の前で，その限界を露呈することが予想される。

Saussureの場合はどうだったろうか。以下，　Saussureがlangue－syst合meの理

論の枠の中で最後までつめることができなかった問題をいくつか検討し，そこでこ

の文法体系の有縁性が新たな解決の鍵にならないかどうか考えてみたい。

3．検証

1）　entit6　abstraite

以下は第3講義第2部第4章“Les　entit6s　abstraites　de　la　langue”の内容であ

る。ちなみにこの章は，我々が出発点とした‘Tarbitraire　absolue　et　rarbitraire

relatif　dans　la　langue”の直前の章である。

まずSaussureは，　entit6s　abstraitesを‘‘domaine，　un　des　plus　obscurs”とこと

わったあとで，その実例をあげている。第1群は

1・①H6tel　Dieu，1es　quatre　fiz　Aymondのように，本来‘‘de”というunit6

で表わされるべき概念が語順（ordre）によって示されているもの。

②je　dois／dois→e，　d6sh・eux／＊eux・d6sirのように，順序の変化が意味の

変化につながったり，あるいは非文を生んだりするもの。

これらの例によってSaussureは‘‘ordre”をentit6s　abstraitesの1つと認める。

第2群として
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〆

2．domini，　regis，　regumのように，それぞれの語尾は異なっているが，そこに

同じ価値が意識され，その意識が同じ用法を支配しているもの。本文からこ

の箇所を引用すると，

‘‘ Myaici（．．．）la　coη∫cfθηcθd’une　certaine　valeur，　qui　est　la　meme

etdゴαε瑚θ〃2ρ10∫∫dεηπg初θ” @（強調筆者）

この第2群は明らかにparadigmatiqueな有縁性と，それを生み出す文法体系の存

在を指示している。話者の「意識」の中にあり，かつ一連の語に「同じ用法を指令

する」もの。これは文法規則に他ならない。さらに第1群の語順の問題でも，そこ

では明らかに，語をどう配列するかという文法規則が問題になっているのである。

Saussureはさらにunit6　abstraiteどころかunit6　z6roの例として‘‘the　man

Ihave　seen”をあげている。“man”と“r’の間に何かが欠落しているという

意識，っまり省略されている“that”を補う文法体系の意識が，話者にも聞き手の

方にも存在している事がここでも鍵となっているのがわかる。

この章のまとめとしてSaussureは“abstrait”という用語にっいてその意味を整理

している。

1°id6eをそのtranche　auditiveから分離するとabstraitとなり，それは心理学の

問題となってしまい，もはや言語学の増外である。

2°しかしlangueの中にはabstraitなものは何もないとも言える。なぜなら話者

の意識の中にあるものはすべて具体的だからである。‘‘est　concret　tout　ce

qui　est　pr6sent註la　coη5c∫θηcεdu　sujet　parlant”（強調筆者）しかし我

々はこの意味でconcret，　abstraitという用語を用いたのではない。

重要な部分のテキストからの引用を挿入したが，その中でイタリックの“ooη30∫θηo〆’

に注目していただきたい。ある意味では，話者の意識の中にある文法体系も実在す

一るのである。しかしSaussureもことわっているように，彼のlangue－syst合meモデ

ルでは1angueの自己完結性が金科玉条なので，1angue－syst6meの外，話者の意識内

にあるものをconcretと認めるわけにはいかないのである。　Saussureの結論は，

3° @concret：cas　o心1’id6e　a　directemellt　son　appui　dans　ulle　ullit6

sonore

abstrait：ayant　indirectement　son　appui　par　une　op6ratioll　des

sujets　parlants　　　（2195，皿I　C298）

すなわち，syntagmeとして分割可能なものをconcret，文法体系に基づくもの

をabstraitと定義している。しかし文法規則はその意味ではabstraitであっても，
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ある価値をlangueに与えている事はSaussureが例証した通りであり，従ってやはり

“entit6　de　Ia　langue”と認めないわけにはいかない。そこから“entit6　abstraite”

という矛盾を含んだ言いまわしの必然性が生じるのである。

“Les　entit6s　abstraites　dθ1αZαηgπθ”　（強調筆者）

というタイトルからうかがえるように，それが話者の意識の中にあるにぜよ，Saussure

は文法規則をlangueに属するものと考えていた。しかし文法規則が，　langue－systさme

モデルの理論的帰結であるentit6s　concretesとは別の原理から生じている事に気

がついて，わざわざ文法規則を説明するためにentit6　abstraiteというもう一っの

章を設けたのである。ここにまず，Saussureが文法体系をlangueの範疇に入れて

いた事，そしてlangue＿syst6me理論とは不整合である事を感じていた事，しかし

それにもかかわらず，その不整合の原因については明言していない事が確認できる

と思う。

2）　unit6　0u　entit6

これは第3講義があらかた済んだあとで加えられた，おもだった項目についての

補足説明の中の1項である。この項の初めには“Question　des　unit6s　ou　entit6s”

と小題がっいていて，Saussureも「まずunit6を仮にmotと定めよう」と説きおこ

しているが，話の中心はphraseとsyntagmeそしてlangueとparoleの境界の問題へ

と移って行く。初めから順に論旨をたどっていこう。

まずSaussureはmotsを関係づけるにあたって2つの方法をあげる。

1　Coordination　syntagmatique

2　　Coord㎞ation　associative

前者の例として，COntre　tOuS，　magnanimuSなど，後者の例としては

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一モ?獅唐?奄№獅?高?獅煤р�jとしたいくつかのgroupe　paradigmatiqueをあげている。

ここまでは過去の講義で何回となく指摘されてきた「連辞」と「範列」の2つの軸

　　　　　　　　、ﾌ確認である。新しい問題は，Saussureがcoordination　syntagmatiqueによって

つながれたmotsを“syntagme”と定義し，さらに‘‘syntagmes　ont　pour　type

principal　Jαρ加α∫〆（強調筆者）と論を進めた時に提示される。　Saussureのこ

れまでの理論ではphraseはparoleに属している。しかしsyntagmeの構成原理は

langueの原理であるからには，その‘‘type　principal”であるphraseは，やはりlangue

に属さねばならないのではないか。

ここでSaussureは‘‘il　y　a　quelque　chose　de　d61icat　dans　la　fronti6re
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des　deux　domaines”として，その境が曖昧である理由を2つあげている。

1．1angueの中にはsyntagnleに属するものがある。

ex．　mots－compos6s

syntagmeである‘‘magnallimus”もanimusと同様langueに属す。

2　phrasesの中にも1angueに入るものがある。

ex．　s’il　vous　plaitなどのlocutions

っまり個人に結合の自由が与えられていないからである。

Saussureはここでこの問題を残したまま次に別の角度から1angueとparoleの問

題を再考するが，やはり明確な境界線を引く事には失敗している。

そもそもsyntagmeとは，　signesの配列を規定する文法規則に裏づけられて出現

するものである。contre　tous，　magnanimusはもちろん，合成語，　locutionさら

にphraseまで，すべて複数のunit6が連なって構成されているものは，その意味で

syntagmeである。そしてその文法規則が1angueに属している以上，　syntagmeの構

成原理はlangueである。

しかし，SaussureがphraseをlangUeと認めるのをためらっているのは，その

vari6t6　ind6finieのゆえであり，その生成が話者の判断にまかされているためで

ある。

だが果してそうだろうか。すでに見た通り，syntagmeであるphraseはその構成

原理を1angueによって定められているはずである。話者はあくまで文法規則に従っ

て文を構成していかなければならない。にもかかわらずphraseが著しく多様であ

醒　　るのは，文構成にあたっての各々のgroupe　paradigmatiqueからのtermeの選択と，

その場合文法的に可能ないくつかの構成原理からどれを用いるかという選択が話者

にまかされているからである。

この点に関してSaussure自身もこう述べている。

‘‘ i．．．）Ainsi　une　s6rie　grammaticale　est　bien　dans　la　langue，　mais　il　resteゑ

1，individu　la　combinaison，　laiss6e　au　choix　de　chacun，　pour　exprimer　sa

pens6e　dans　une　phrase．　Cθπεcoη2わ∫ηα’50ηθ∫’dαη∫1ごzραro1θ，ηoη4αη∫

1α　1αηgπθ．En　somme，　ce　n’est　que　dans　la　syntaxe　que　se　pr6sente　flot一

tement　entre　ce　qui　est　fix6　par　langue　et　ce　qui　est　laiss6　a　libert6　indivL

duelle．　11　faut　avouer＜qu’ici，　dans　la　syntaxe＞parole　et　langue，　fait

social　et　fait　individuel，　ex6cution　et　association　fixe　arrivent　a　se　meler

plus　ou　moins．”（2022，　D184，　SM皿113）（強調筆者）

注意していただきたいのはイタリックの部分である。この‘‘co配伽傭oガ’とは何を
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指すのか。前半の文脈から，「文構成にあたって個人の裁量にまかされたもの」で

ある事は確かである。Constantinのノートでは，この部分は次のようになっている。

‘℃ette　combinaison　apPartient　a　la　parole，　car　c’est　uneθx6ご躍ごoη．”

（強調筆者）

さらに，先に引用したD6gallierのノートの後半に1angue／parole，　fait　socia1／fait

individue1，と並んでex6cution／association　fixeとあるのを見ると，‘‘combinai一

son” ﾆは文法規則に従いながら話者が1つの文を構成する事を意味していると

一考えられる。

すなわちphraseにおいては，話者によって文法規則に許された範囲内で自由に選

ばれたmotsの連続の中に，　langueとしての文法体系が現在しているのであって，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

我々は‘‘phrase”という用語によって同時にこのレベルを異にする2つのものを指

していたのである。これと同じ事は，Saussureが1angueに属す事を初めから認め

ていた合成語についても言える。contremarcheもmagnanimusも，　unit6である

contre，　marche，　magnus，　an㎞usの並べ方は文法で定められているわけだし，さ

らにそれぞれのunit6のgroupe　associatifの成員の数は文法によって非常に制限さ

れているのである。それでもそこに何らかの選択の自由が存在していたのは事実で

あり，そのかぎりにおいてこれらの合成語はparoleに属していると言えるのである。

Burgerはその論文2）の中でlangueとparoleの境界を次のように定めている。

1angue／parole

encodage　de　la　phrase　／　sa　r6alisation　par　les　organes　vocaux

Burgerは1angueの中に有縁性に基づくsyst6me　grammatica1の存在をはっきり認め

てはいないが，話者の頭の中にある1angueに次の2つの面

1．　systeme　des　valeurs

2．les　r6gles　d’emploi　des　cat6nes，　servant註former　les　syntagmes

を認め，文の生成原理をその後者に求めている。そしてこの規則に従って行われる

“encodage”をlangueに，その‘‘r6alisation”をparoleに属すとして，そこに1angue

とparoleの境界を定めている。文のencodageとそのr6alisationとのレベルが異なる

のは事実であるが，筆者の考えでは，1angueに属するのはBurgerが指摘した2つの

面，筆者の用語を用いれば，1angue－systさmeとそれに重ね合わされた形で存在す

るsystもme　grammaticalだけである。ある状況で文法に許容されたordres　syntag一

matiquesとgroupes　de　termes　associatifsの中から話者がどれを選ぶかという行

一為は，paroleに帰せられるべきだと思われる。新しい図式は次のようになるだろう。
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langue／parole

r6alisation

encodage

4．結論

これまで言語記号の最小単位を指すにあたって‘‘unit6”を用いてきたが，実はこ

の概念はH．Freiが提唱し3），その名称を“mon6me”と定めたものに他ならない。

そしてSaussureの1angue－syst6川eモデルを支える恣意性の原理が文法の有縁性の

影響を受けずにそのままの形で認められるのはこのmon6meにおいてだけである。

Sollbergerが正しく指摘している通り4），言語記号はmon6meかsyntagmeかの

どちらかであり，syntagmeが問題になる時は必ずそこに，本来的恣意性に加えて

文法体系の有縁性が介入して来る。

誤解のないように付け加えると，筆者はlangue－systさmeモデルのtermeとなれ

るのはmon6meだけだと言っているのではない。動詞活用形から文に至るまで，

これらのsyntagmeはすべて固有のsignifi6とsignifiantを備えたsigne　linguistique

であり，その意味で完全にlangue－syst色meの構成要素である。　langue－syst6me

のモデルとsyst6me　grammaticalが重なっているのはまさにそのためである。

この小論で筆者はSaussureが自らたてた1angue－syst6me理論の枠内では解決で

きなかったいくつかの間題を，langueのレベルにもう1つの文法体系の存在を認め

る事によって解決し，それによって1angue－syst6meの限界をそのつど明示してき

たつもりである。

実際にはSaussureも自らのlangue－syst6me理論が1っのモデルにすぎない事を

自覚していて，そのモデルを‘‘r6alit6　compl6te”とするために次のような図式が

必要だと述べている5）。

temps
1angue

masse　parlante

masse　parlanteをlangueの外に置き，　langueの中から人間の理性の痕跡をぬぐい

去ってしまった所に，このモデルの限界がある。理論モデルとしてのlangue－syst合me
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は独創的で実り多いものであったが，具体的な言語事象を解明するためには，そこ

に言語を行使する人間の合理性が常に働いている事を考慮しなければならない。た

とえば，言語のmutabilit6とimmutabilit6の矛盾，そしてanalogieのメカニスムは，

Saussureが察知していた通りmasse　parlanteとtempsを捨象した1angue－syst6me

によっては解明され得ないのである。

註

1）この“grammatical”という語は，　D6gallierとSechehayeのノートには見られる

が，Constantinのノートには欠落している。

2）BURGER，　A．（1969）

3）FREI，　H．（1941）　Cα痂θ75・F：（2ε＆　P．51－53．

4）　SOLLBERGER，　E．（1953）

5）1298，D224，　SM皿129　　　．

参考文　献

BURGER，　A．（1961）：　‘‘Significations　et　valeur　du　suffixe　verbal　frallgais

一9－”，Cα配θ7∫F．　dlθ＆　18

（1962）：‘‘Essai　d’analyse　d，un　syst6me　de　valeur’，，α痂θ78　E

de　8．19

（1969）：‘‘Sur　le　r61e　respectif　des　mon6mes　et　syntagmes　dans

le　fonctionnement　de　la　langue”，α痂εr∫E（1ε825

BUYSSENS，　E．（1961）：‘‘Origine　de　la　linguistique　synchronique　de　Saussure”，

Cαぬ∫θ75　F．dε　3．　18

（1963）：‘‘L’unit61inguistique　complexe”，　L加8πα12

BALLY，　C．（1940）：‘‘Sur　la　motivation　des　signes　linguistiques”，

B㍑〃θ’ゴηdlθ1α30cゴ6雄（ゴ81∫η8厩∫’絢πεdεP〃∫541

ENGLER，　R．（1962）：‘‘Th60he　et　critique　d’ull　phncipe　saussurien：1／arbitraire

du　signe”，（乏z乃ゴθ7∫　E　dθ　＆　19

一85一



（1966）：　‘‘Remarques　sur　Saussure，　son　syst6me　et　sa　termin．

ologie”，　（乏z乃’ε7∫　1死　（1ε　8．　22

FREI，　H．（1963）：‘‘Le　signe　de　Saussure　et　le　signe　de　Buyssens”，　L加8〃α　22

GODEL，　R．（1969）：‘‘Questions　concernant　le　syntagme”，（弛痂θ7∫F．　dl88　25

（1966）：‘‘De　la　th60rie　du　signe　aux　termes　du　syst6me”，

（乏zゐごεr∫　F．　dlε　∫．　22

（1969）：　Lθ3∫oz〃oθ5η2αη〃∫c7∫’θ∫6『πCoπz5　dθ1∫η9π∫3∫∫q記4θ

86η6rα1θ

・KOERNER，　E．F．K．（1972）：Coη’rめ厩∫oηαπ礎加∫ρo∫た∫αμ∬μ7∫θη5雄1ε∫なηθ

伽8μ∫∫’姻ε

MARTINET，　A．（1957）：　‘‘Arbitraire　linguistique’et　double　articulation”，

（hぬごεz∫　E　dε　3．　15

（1960）：　E16〃2εη’∫　（1θ　1ゴη8πゴ5’た～zごθ　86η6アα1θ

丸山圭三郎（1971）：「ソシュールにおける体系の概念と二つの《構造》」　r理想』

（1972）：rSigne　linguistiqueの恣意性をめぐって」rフランス語

学研究第6号』

（1972）：「ソシュールにおけるパロールの概念一主体と構造の問

題をめぐって」『現代思想』

（1975）：「ソシュール研究ノートーシーニュの恣意性をめぐって」

r現代思想』

（1975）：「言語における《意味》と《価値》の概念をめぐって」

r中央大学紀要』

SAUSSURE，　F．（1968）：　Coπz∫d81加g〃∫3∫ゴgπε8・6η6rα1θ，6d朗oη67ゴ’∫gπθρ〃

R．Eη81θア

SOLLBERGER，　E．（1953）：‘‘Note　sur　l’unit61inguistique’～（】α痂εz8　E　dθ＆11

一86一


